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１ 豚熱等対策実施マニュアル（以下、マニュアル）作成の経緯 

本県では、平成３０年９月に国内で２６年ぶりとなった豚熱の発生を踏まえ、同年１

２月に愛知県豚コレラ対策実施要綱（以下、豚コレラ要綱）を策定し、知事をトップと

した全庁体制で、県及び地域の防疫部会が連携した対応を進めていくこととした。 

平成３１年２月に愛知県で１例目となる豚熱が発生して以降、１８例の発生があり、

疫学関連農場を含め４７農場、約６万５千頭の豚を殺処分した。その対応を進めていく

うち、防疫資機材の確保や交差汚染防止等、豚コレラ要綱に明記されていなかったこと

に起因して防疫活動が滞ることがあり、その都度工夫して対応した結果、豚コレラ要綱

の改正が必要となった。 

豚熱の発生が沈静化した令和２年３月に、全庁から意見を聴取し、同年４月に愛知県

豚熱等対策実施要綱（以下、豚熱要綱）として改正した。改正にあたっては、アフリカ

豚熱の対応を盛り込むとともに、基本方針や組織体制など不変的な項目と、防疫活動の

支障となった課題への対応方針を示すにとどめた。 

一方で、発生経験を活かした詳細な対応は、今後想定される課題への対策も加え、機

動性や柔軟性をもたせたマニュアルとして新たに作成することとした。 

 

２ マニュアルの概要 

令和２年１２月に豚熱要綱改正

と合わせて、マニュアルを別に定

めた。 

マニュアルでは、家畜防疫員以

外の防疫活動従事者にも作業内容

を理解しやすく、自発的に活動で

きるよう、写真や図を多く盛り込

み、専門的な用語はわかりやすく

表現することに配慮した。 

また、豚熱要綱では明記のなか

った複数班が連携して対応すべき

内容を「各班共通事項」として整理し、以下の（１）～（６）等を記載した。このほか、

今後想定される課題等については、（７）、（８）等を盛り込んだ。 

（１）地域防疫部会の人員不足の解消 

各地域防疫部会において部会の役割を担うために人員が不足する場合は、他地域

【参考】マニュアルの構成 



防疫部会等から補完できることとした。 

（２）交差汚染防止対策【資料１】 

ウイルス汚染のリスクに

応じて３つのカテゴリーに

分類し、場所ごとの対応を

明示。 

（３）防疫資機材の確保及び管理

方法【資料２】 

防疫資機材の供給、受入

及び管理に係る担当者の

連絡体制等を視覚的に明

示。また、新型コロナ感染

症対策資材の種類と用途

及び準備状況等を明示。 

（４）自衛隊派遣時の対応方法 

自衛隊派遣時の県及び地

域防疫部会の担当者や連絡

体制及びベースキャンプの

運営方法を明示。 

（５）防疫作業者の健康管理関係 

救護所の設置、運営方法

や看護師の派遣に係る調整

方法等を明示。 

（６）アフリカ豚熱の対応 

予防的殺処分への対応及

び実施方法を明示。 

（７）新型コロナ感染症対策 

「新型コロナウイルス感染症対応の手引き」を作成し、役割や対応方法を示すと

ともに防疫作業者の交代時に消毒期間を設けることを明示。 

（８）移動式レンダリング装置の活用方法【資料３】 

「レンダリングの手引き」を作成し、県及び地域防疫部会の担当者や人員配置及

び作業手順を明示。 

 

３ マニュアルによる防疫体制の強化とその効果 

防疫活動従事者が防疫活動時の課題と、その対応方法等をしっかりと理解しておくた

め、行政及び民間事業者等を参集した県域防疫研修会（参加者１９８名）を開催し、現

【資料１】交差汚染防止対策 

【資料２】防疫資機材の確保及び管理方法 



場で直面した課題を共有するとともに、マニュアルに記載した解消策を周知した。また、

各地域防疫部会へは、防疫計画推進班班長（家畜保健衛生所保健衛生課長又は支所長）

が、疑問点をその場で解消することなどをねらいとした対話形式での説明を行うことで、

関係者の理解をより深め、防疫体制を強化することができた。 

また、マニュアルに機動性や柔軟性を備えたことは、以前のように防疫活動を進める

中で工夫等により対応方法が変化した場合においても、速やかに周知できるようになり、

防疫活動が円滑に進むことが期待できる。さらには、防疫活動従事者が、家畜防疫員の

指示がなくとも、自発的に対応が可能となることで、家畜防疫員は課題を速やかに解消

できるなど、防疫計画の推進に全集中できるようになり、さらに効率的な防疫活動につ

ながることが期待される。 

 

４ 今後の取組 

豚熱以外の特定家畜伝染病（鳥インフルエンザ、口蹄疫）のマニュアルについても、

速やかに作成していく。また、全てのマニュアルが完成した段階で、各疾病の防疫活動

について共通するものと異なるものを明らかにし、関係者と共有することにより、盤石

な防疫体制を構築する。 

【資料３】レンダリングの手引き 


